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市
長
・
国
会
議
員
に
対
し

税
制
改
正
要
望
事
項
に
つ
い
て
陳
情
実
施

[税
制
改
正
要
望
全
国
大
会
]
で
採
択

さ
れ
た
要
望
事
項
に
つ
い
て
、

町
田
法
人

会
も
そ
の
実
現
に
む
け
て
自
治
体
と
地
元

選
出
の
国
会
議
員
に
対
し
陳
情
し
ま
し
た
。

町
田
市
長
に
対
し
て
は
、

日
月

日
日
、

八
木
会
長
を
は
じ
め
、
尾
辻
副
会
長
、
八

木
税
制
委
員
長
、
守
屋
専
務
理
事
が
、
ま
た
、

国
会
議
員
に
対
し
て
は
、

日
月
却
日
に
、

会
長、

金
子
副
会
長
、
税
制
委
員
長
、
専
務

理
事
が
伊
藤
公
介
議
員
の
事
務
所
を
訪
問

し
所
定
の
税
制
改
正
要
望
書
を
手
渡
し
ま

大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン

O
聖
域
な
き
構
造
改
革
の
断
行
に
よ
り
、
明
る
い
未
来
の
実
現
を
!

。
経
営
改
革
に
取
り
組
む
中
小
企
業
に
対
し
、
税
制
改
革
で
十
分
な
配
慮
を
1
・

0
中
小
企
業
の
健
全
な
成
長
発
展
に
配
慮
し
、
法
人
税
制
の
更
な
る
改
革
を
1

0
所
得
税
の
抜
本
改
革
に
よ
り
、
課
税
最
低
限
・
累
進
構
造
の
見
直
し
を
1

。
中
小
企
業
の
重
要
性
を
認
識
し
、
事
業
承
継
に
対
応
し
た
税
制
の
創
設
を
1

0
少
子
・
高
齢
化
、
国
際
化
に
対
応
す
る
た
め、

消
費
課
税
の
改
革
に
着
手
を
1

0
行
財
政
改
革
を
徹
底
し
、
地
方
も
行
政
の
合
理
化
・
効
率
化
を
1

。
環
境
税
へ
の
対
応
は
、
国
・
地
方
の
役
割
を
明
確
し
に
幅
広
く
検
討
を
1

し
た
。

こ
の
[
税
制
改
正
要
望
全
国
大
会
]
と

[要
望
事
項
に
つ
い
て
陳
情
]
は
例
年
実

施
し
て
い
て
、
い
わ
ば
法
人
会
活
動
の
重

点
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
着
し
て
い
ま

す
。今

回
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
者
と
と
も

に
税
を
中
心
に
懇
談
し
、

『よ
き
経
営
者

を
め
ざ
す
も
の
の
団
体
』
と
し
て
法
人
会

の
税
に
取
り
組
む
姿
勢
を
強
調
し
ま
し
た
。

要望書を、寺田市長ヘ八木税制委員長より手渡しました
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広
報
委
員
会

良
質
の
会
報
を

届
け
る
た
め
に
・
・
・

会
報
作
成
研
修
会
に
参
加

去
る
刊
月
初
日
、
東
法
連

(東
京
法
人

会
連
合
会
)
主
催
の
会
報
作
成
研
修
会
が

各
単
位
会
の
会
報
作
成
に
携
わ
る
会
員
や

事
務
局
職
員
総
勢
市
名
参
加
の
も
と
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

研
修
@

『イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
広
報
」

講
師

(株
)
博
報
堂

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
l

渡
遺

啓
氏

情
報
は
、
昔
は
男
性
が
外
か
ら
仕
入
れ

て
き
ま
し
た
。
現
在
の
情
報
源
は
家
庭
の

な
か
(
テ
レ
ビ
・
パ
ソ
コ
ン
等
)
に
あ
り
、

女
性
が
敏
感
で
す
。
情
報
過
多
の
な
か
で

「
何
の
た
め
か
、
誰
の
た
め
か
」
を
考
え
な

が
ら
、
自
分
が
訴
え
た
い
も
の
を

一
番
に

出
し
て
い
く
と
良
い
で
す
。

広
報
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
役

割
は
、

『社
内
報
が
わ
り
」『
会
社
案
内
が

わ
り
』『
企
業
広
告
が
わ
り
』
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
「
法
人
会
は
こ
ん
な
活
動
を

し
て
い
ま
す
」
と
書

い
た
方
が
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
生
ま
れ
ま
す
。

し
か
し
、
良
質
の
情
報
を
知
り
た
い
ユ

ー
ザ
ー
に
、

管
理
不
徹
底
な
情
報
が
流
れ

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
ト
ラ
ブ

ル
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

最
後
に
渡
遺
氏
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト・

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
お
金
を
か
け

ず
に
手
聞
を
か
け
る
と
良
い
結
果
が
で
る
」

と
結
ば
れ
ま
し
た
。

。

研修会に参加の木呂田委員長、宮副委員長

研
修
@

『単
位
会
会
報
の
添
削
』

講
師
元
日
経
連

広

報

部

長

武

田

孝

雄

氏

前
も
っ
て
提
出
さ
れ
た
各
単
位
会
の

会
報
の
添
削
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
か
ら
、

紅
誌
を

「
こ
と
は
良
い
例
」
「
こ
?
」
は
こ
の

よ
う
に
改
善
す
れ
ば
な
お
良
い
」
と
ひ
と

つ
ひ
と
つ
添
削
さ
れ
ま
し
た
。

素
人
の
私
達
か
ら
見
れ
ば
良
い
と
思

っ
て
も
、
「
こ
こ
を
直
す
と
良
い
」
と
提
示

さ
れ
た
所
を
見
る
と

「
な
る
ほ
ど
」
と
感

心
す
る
ば
か
り
で
し
た
。
武
田
氏
は
、
以

前
か
ら
す
る
と
良
く
な

っ
て
い
る
と
総

評
し
て
い
ま
し
た
。
(
例
え
ば
、
町
田
法
人

会
報
に
つ
い
て
は
、
※
目
玉
企
画
が
あ
る
。

※
レ
イ
ア
ウ
ト
も
良
く
な

っ
て
い
る
。
※

地
元
の
今
昔
を
取
り
上
げ
て
い
る
:

な
ど
。)

最
後
に
、
編
集
は
手
抜
き
の
な
い
よ
う

に
。
会
報
は
残
る
物
で
、
手
抜
き
し
た
物

は
か
な
ら
ず
表
に
出
て
く
る
と
の
ご
指

摘
が
あ
り
ま
し
た
。

研
修
の
あ
と
懇
談
会
の
ひ
と
と
き
で
は
、
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各
会
の
皆
さ
ん
が
「
あ
の
時
は
、
こ
う
す

れ
ば
良
か

っ
た
の
だ
」

等
と
話
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
研
修
に
初
め
て
参

加
し
て
、
皆
さ
ん
の
熱
心
さ
が
良
い
会
報

を
作
り
上
げ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、

一
間
の
会
報
を
作
る
の
に
も
、
ご

の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
あ
る
こ

と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
に
参
加
し
た
大
勢
の
方
々

も
、
地
域
に
帰
れ
ば
忙
し
い
仕
事

(本
業
)

が
待

っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
と
、
最
初
に

樋
口
東
法
連
広
報
委
員
長
が
言
わ
れ
た

「忙

し
い
か
ら
と
言
っ

て
は
な
ら
な
い
。
広
報

活
動
は
、
す
べ
て
の
会
員
に
イ
ー
ブ
ン
で

行
う
作
業
で
す
』
と
い
う
言
葉
が
よ
み
が

え

っ
て
来
ま
し
た
。

①
見
出
し
か
ら
内
容
が
推
察
出
来
る
よ
う

に
工
夫
す
る
。
(漢
字
だ
け
の
石
塔
見
出

し
は
や
め
る
)

②
記
事
の
扱
い
方
、
取
り
上
げ
方
と
し
て
、

同
じ
テ

l
マ
の
も
の
が
あ
る
時
は
、
特
集

や
特
別
企
画
と
す
る
。
活
字
の
サ
イ
ズ
と

並
べ
方
、
段
落
、
ひ
ら
が
な
使
い
を
工
夫

し
て
読
み
や
す
さ
を
配
慮
す
る
。

③
専
門
家
へ
の
原
稿
依
頼
で
も
、
編
集
ひ

と
つ
で
良
く
も
悪
く
も
な
る
。
ま
た
、
他

誌
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
必
ず
発
行
元
に

了
解
を
得
る
。

④
写
真
は
、
集
合
写
真
だ
け
で
は
な
く
、

動
き
の
あ
る
写
真

(
表
情
や
何
を
し
て
い

る
か
伝
わ
る
も
の
)
を
掲
載
す
る
。

宮

厚生委員会
健
康
診
断
実
施

今
回
関
名
が
受
診

町
田
法
人
会
は
、
平
成

9
年
よ

り
、
全
日
本
労
働
福
祉
協
会
健
診

セ
ン
タ
ー
の
協
力
に
よ
り
一
日
人

間
ド

ッ
ク
形
式
成
人
病
検
診
を
継

続
実
施
し
て
い
ま
す
。
日
年
度
秋

期
も
、
去
る
日
月

7
日・

8
日
の

両
日
ホ
テ
ル
ラ
ポ
l
ル
千
寿
閣
と
町
田
市

農
協
忠
生
支
屈
の
ご
協
力
を
得
て
開
催
致

7
レ
宇
品
?
レ
れ
~
。

費
用
は
健
診

コ
1

ス
や
検
査
項
目
に
よ

り
異
な
り
ま
す
が
、
非
会
員
で
申
し
込
ん

だ
場
合
と
比
べ
て
約

3
割
安
と
な
っ
て

い
ま
す
。
診
断
は
、
総
合
コ

1

ス
で
胃
癌
・

大
腸
癌
な
ど
日
項
目
に
も
及
、び
、
所
要
時

間
は
平
均

2
時
間
く
ら
い
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
毎
年

5
月

・
日
月
に
そ
れ

ぞ
れ

2
日
間
実
施
す
る
予
定
で
す
。
実
施

の
際
は
そ
の
都
度
、
会
員
の
皆
さ
ん
ヘ
ご

案
内
い
た
し
ま
す
の
で
ど
う
ぞ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

@ 
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平
成
十
三
年
度
改
正
で
特
定
非
営
利
活
動
法
人

(
N
P
O
法
人
)
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
・
基
準

を
満
た
す
も
の
の
活
動
を
支
援
す
る
観
点
か

5
、
寄
附
金
に
つ
い
て
税
制
面
か

5
の
特
例
措
置
が
講

じ
5
れ
ま
し
た
。

今
回
は
と
の
内
容
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

@ 

の
支
出
す
る
寄
附
金
の
う
ち
、
国

等
に
対
す
る
寄
附
金
、
指
定
寄
附

金
、
特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す

る
寄
附
金
以
外
の
も
の
で
、

一
年

決
算
の
場
合
、
(
所
得
金
額
の

一一

・
五
%
+
資
本
等
の
金
額
の

0
・
二
五
%
)
×
二
分
の
一
を
限

度
と
し
て
損
金
算
入
さ
れ
ま
す
。

②
個
人
の
寄
附
の
場
合

個
人
が
認
定

N
P
O法
人
に
対
し

て
寄
附
金
を
支
出
(
そ
の
寄
附
金
を

支
出
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
)
を
し

N
P
O
法
人
に
対
す
る

寄
附
金
控
除
の
特
例
が
吋
明
荷
主

創
設
さ
れ
る
!

対
す
る
寄
附
金
と
合
算
し
て
寄
附
金

の
損
金
算
入
限
度
額
の
範
囲
内
で
損

金
算
入
さ
れ
ま
す
。

(損金算入限度額)

イ)一般の寄附金の損金算入限度額
口)認定NPO法人

+ 
特定公益増進法人に対して支出
した寄附金

般
の
寄
附
金 | または口)のいずれか低い方
と |σ〉金額
は 」 一一一 + 

突 (一般の寄附金の損金算入限度額)

(
注
)

た
場
合
に
は
、
当
該
寄
附
に
か
か
る

支
出
金
は
、
特
定
寄
附
金
と
み
な
し

て
寄
附
金
控
除
の
適
用
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

イ)または口)のいずれか低い方
の金額一1万円

11 

①
法
人
の
寄
附
の
場
合

法
人
が
各
事
業
年
度
に
支
出
し
た

寄
附
金
に
つ
い
て
、
特
定
非
営
利
活

動
法
人

(N
P
O
法
人
)
の
う
ち
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
国

税
庁
長
官
の
認
定
を
受
け
た
も
の

(
以
下
「
認
定

N
P
O法
人
」
と
い
う
)

に
対
す
る
寄
附
金
の
額
は
、
一
般
の

寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
(
注
)
と

は
別
枠
で
、
特
定
公
益
増
進
法
人
に

(寄附金控除額)

口)総所得金額等の

合計額X25%

寄附金控除額

イ)寄間金の額

③
相
続
財
産
等
の
寄
附
の
場
合

相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を

取
得
し
た
者
が
認
定

N
P
O法
人
に

対
し
て
相
続
財
産
等
を
寄
附
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
者
ま
た
は
そ
の
者
の

親
族
等
の
相
続
税
ま
た
は
贈
与
税
の
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不
当
に
減
少
す
る
結
果
と
な
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
寄
附

に
か
か
る
財
産
の
価
額
は
相
続
税
の

課
税
価
格
の
計
算
の
基
礎
に
算
入
さ

れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
特
例
措
置
は
、
平
成
十

三
年
一

O
月
一
日
以
後
に
国
税
庁
長

官
の
認
定
を
受
け
た
認
定

N
P
O
法

人
に
対
し
、
国
税
庁
長
官
が
定
め
る

日
か
ら
二
年
間
に
行
わ
れ
た
寄
附
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

(
湾
民
間
認
定
N
P
O法
人

(
院
側
一
戸
に
か
か
る
要
件
の
概
要

初
め
て
国
税
庁
長
官
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る

N
P
O法
人
の
認
定

に
か
か
る
要
件
は
、
以
下
の
も
の
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
(
紙
面
の
都
合
で

一
部
を
掲
載
)

①
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
直
前

二
事
業
年
度
等
に
お
け
る
総
収

入
金
額
に
占
め
る
受
け
入
れ
寄

附
金
総
額
の
割
合
が
三
分
の
一

以
上
で
あ
る
こ
と
。

②
直
前
二
事
業
年
度
等
に
お
け
る

N
P
O法
人
の
行
な
っ
た
特
定

非
営
利
活
動
の
う
ち
に
占
め
る

同
一
の
市
区
町
村
内
で
行
わ
れ

た
特
定
非
営
利
活
動
の
占
め
る

割
合
が
八

O
%以
下
で
あ
る
こ

シ}。

③
直
前
二
事
業
年
度
等
に
お
け
る

事
業
活
動
の
う
ち
、
会
員
等
に

対
す
る
資
産
の
譲
渡
等
、
ま
た

は
会
員
等
相
互
の
交
流
、
連
絡
、

意
見
交
換
そ
の
他
そ
の
対
象
が

会
員
等
で
あ
る
活
動
の
占
め
る

割
合
が
五

O
%未
満
で
あ
る
こ

シ}。

④
そ
の
運
営
組
織
に
つ
い
て
、
役

員
お
よ
び
そ
の
役
員
と
特
殊
関

係
に
あ
る
者
の
割
合
が
全
社
員

の
三
分
の
一
以
下
で
あ
り
、
経

理
に
関
し
外
部
監
査
を
う
け
、

一
定
の
要
件
の
下
に
帳
簿
書
類

を
保
存
し
て
あ
る
こ
と
。

⑤
事
業
費
総
額
の
う
ち
、
特
定
非

営
利
活
動
に
か
か
る
事
業
費
の

額
の
占
め
る
割
合
が
八

O
%以

上
で
あ
る
こ
と
。

⑥
受
け
入
れ
寄
附
金
総
額
の
七

O
%以
上
を
特
定
非
営
利
活
動

に
か
か
る
事
業
費
に
充
て
て
い

ザ
②
こ
》
」
。

⑦
そ
の

N
P
O法
人
に
つ
き
法
令

に
違
反
す
る
事
実
、
偽
り
そ
の

他
不
正
の
行
為
に
よ
り
利
益
を

得
、
ま
た
は
得
ょ
う
と
し
た
事

実
そ
の
他
公
益
に
反
す
る
事
実

が
な
い
こ
と
。

⑧
認
定
に
か
か
る
申
請
書
を
提
出

し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
開
始

の
日
(
事
業
年
度
の
定
め
が
な

い
場
合
に
は
、
そ
の
申
請
書
を

提
出
し
た
日
を
含
む
年
の
一
月

一
日
)
に
お
い
て
、
そ
の
設
立

の
日
以
後
一
年
を
超
え
る
期
間

が
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

⑨
認
定
に
か
か
る
申
請
の
際
、
所

管
庁
か
ら
、
そ
の
法
人
に
つ
き
法

令
、
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の

処
分
ま
た
は
定
款
に
違
反
す
る

疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
相

当
の
理
由
が
な
い
旨
の
証
明
書

の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

N
P
O

法
人
は
、
以
下
の
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
添
付
書
類
と
と
も
に
、
所

轄
税
務
署
長
を
経
由
し
て
国
税
庁
長

官
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す。

m申
請
書
の
記
載
事
項

①
申
請
者
の
名
称
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
ま
た
は
納
税

地
②
代
表
者
の
氏
名

③
設
立
年
月
日

④
事
業
の
概
要

⑤
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

ω添
付
量
類

①
直
前
二
事
業
年
度
に
お
け
る
事

業
報
告
書
等

②
役
員
名
簿
お
よ
び
定
款

③
「
認
定
に
係
る
要
件
」
を
満
た

す
旨
を
説
明
す
る
書
類

④
寄
附
金
を
充
当
す
る
事
業
の
内

容
を
記
載
し
た
書
類

⑤
所
轄
庁
か
ら
交
付
を
受
け
た
法

人
に
つ
き
、
法
令
、
法
令
に
基

づ
く
行
政
庁
の
処
分
ま
た
は
定

款
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
相
当
の
理
由
が
な

い
旨
の
証
明
書

m
M
V
輔
日
一

食この記事についての問い合わせ先一一一一(社)東京法人会連合会合03-3357-0771
@ 
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緊
急
投
資
優
遇
措
置
が

講
じ
ら
れ
る
!

証
券
市
場
の
構
造
改
革
に
資
す
る
観
点
か

5
、
株
式
譲
渡
益

課
税
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
緊
急
投
資
優
遇
措
置

が
講
じ

5
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
す
。

一
分
離
課
税
の
見
直
し

①
申
告
分
離
課
税
へ
の
一
本

レ
u

証
券
業
者
等
に
売
委
託
す
る
か
、

ま
た
は
証
券
業
者
に
対
し
て
上
場

株
式
等
制
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に

は
、
源
泉
分
離
選
択
課
税
と
申
告

分
離
選
択
課
税
と
の
選
択
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
に
よ

っ
て
、
源
泉
分

離
選
択
課
税
は
平
成
十
四
年
十
二

月
三
十

一
日
を
も

っ
て
廃
止
さ
れ
、

平
成
十
五
年

一
月

一
日
以
後
は
申

告
分
離
課
税
に

一
本
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

注
上
場
株
式
等
と
は
次
の
も
の
を

い
い
ま
す
0

・
上
場
株
式

・
届
頭
売
買
登
録
株
式

-
届
頭
売
買
転
換
社
債

.
庖
頭
管
理
銘
柄
株
式

・
登
録
銘
柄
と
し
て
登
録
さ
れ

た
日
本
銀
行
出
資
証
券

・
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い

て
売
買
さ
れ
て
い
る
株
式
等

②
申
告
分
離
課
税
の
税
率
引
き

下
げ

平
成
十
五
年
一
月

一
日
以
後
に

上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

申
告
分
離
課
税
の
税
率
が
、
現
行

の
二
六
%
(
所
得
税
二

O
%
、
個
人

住
民
税
六
%
)
か
ら
二

O
%
(
所
得

税
十
五

%
、
個
人
住
民
税
五

%
)

に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

宇品
7
レ
存
~
。

n
u
h
u
l
 

D
口
戸
い

D
D
F
 

h
u
n
u
 

③
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損

失
の
繰
越
控
除
制
度
の
創
設

平
成
十
五
年

一
月

一
日
以
後
に

上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
の
う
ち
、

そ
の
年
分
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡

所
得
の
金
額
の
計
算
上
控
除
し
き

れ
な
い
金
額
に
つ
い
て
は
、

翌
年

以
後
三
年
間
に
わ
た
り
、
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
か

ら

の
繰
越
控
除
を
認
め
る
制
度
が
創

設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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v
m

一
長
期
(
一
年
超
)
所
有

」
上
場
株
式
等
に
係
る
特
例

①
暫
定
税
率
の
特
例

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
平
成
十

五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
、
一

年
超
所
有
の
上
場
株
式
等
を
譲
渡

し
た
場
合
の
税
率
が
、
申
告
分
離

課
税
の
税
率
二
O
%
に
か
か
わ
ら

ず
、
一
O
%
(
所
得
税
七
%
、
地
方

税
三
%
)
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

土品
7
レ
七
ん
。

な
お
、
暫
定
税
率
の
適
用
を
受

け
る
長
期
所
有
上
場
株
式
等
に
つ

い
て
は
、
新
規
公
開
株
式
に
係
る

課
税
の
特
例
は
そ
の
適
用
が
停
止

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

⑧
一

O
O万
円
特
別
控
除
の

特
例
の
延
長

長
期
(
一
年
超
)
所
有
上
場
特

定
株
式
等
の
譲
渡
所
得
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
三
年
一
O
月
一
日
か
ら

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
問
、
一
O
O
万
円
持
別
控
除
の
特

ま日限回例
しまがのが
たで平改適
延成正用
長十にさ
さ七よれ
れ年って
る十てい
こ二そま
と月のす
に三適が
な十周
り一期今

一
三
緊
急
投
資
優
遇
指
置

個
人
が
、
平
成
十
七
年
一
月
一

日
か
ら
平
成
十
九
年
卜
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
附
に
、
上
場
株
式
等
で

本
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十

四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
問

に
購
入
し
た
上
場
株
式
等
(
特
定
上

場
株
式
等
)
を
譲
渡
し
た
場
合
に

お
い
て
特
定
上
場
株
式
等
非
課
税

適
用
選
択
申
告
書
を
提
出
し
た
と

き
は
、
そ
の
購
入
額
の
合
計
額
が

一、

0
0
0万
円
に
達
す
る
ま
で
の

も
の
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
つ
い

て
は
、
非
課
税
扱
い
と
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

上場株式等に関する改正内容の適用時期

18年分 |19年分 1 20年分~(|13年分 114年分 115年分

厄面

O 

O 

回・・・圃

O 

売却

固圃圃圃圃

I (非課税)|

17年分16年分

一

税

一

課

J

離
一
分
一
泉
一
源

ft03-3357-0771 女この日~'Jcについての1/¥)¥、介わせ先一一一一一一(社)東京法人会述合会
@ 
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東法連(東京法人会連合会)では、都内49法人会

の会員企業のために無料法律相談を実施しています。

経営上のことから、その他いろいろな法律問題で

お回りの方はお気軽にご利用ください。

く〉お申し込み・お問い合わせ先
(社)東京法人会連合会 TEL:03・3357・0771

(土・日・祝日を除く午前9時~午後5時)

鳥飼総合法律事務所 TEL:03・3293-8817

(土・日・祝日を除く午前9時~午後5時)

園申し込み方法
東法連・総務課あてに電話でお申し込みくださし、。

その際、(1)町田法人会の会員であること、(2)法人名、

(3)相談者名、(4)連絡先電話番号をお知らせください。

申し込み後、別途、鳥飼総合法律事務所 (担当弁

護士事務所)あて電話のうえ、相談日時などを打ち

合わせてくださし、。その際は必ず、「東京法人会連

合会の法律相談j利用の旨を告げてください。

圃担当弁護士
鳥飼総合法律事務所 鳥飼重和弁護士他13名

女相談内容は法律全般。(内容によっては電話での

相談も可能)相談日時は、月曜日から金曜日 (祝日

は除く)、 午前10時と11時、午後2時と3時と4時です。

-注意事項
無料相談は 1時間までです。時間を超えて相談さ

れる場合は相談者の負担となります。料金は延長
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発行人・(社)町田法人会会長八木要 編集人・(社)町田法人会広報委員会

東京都町田市森野1丁目9番20号 第二矢沢ビル4階 TEL:042(726)2453FAX:042(724)5853 

町田法人会ホームページ http://www.hojinkai-machida.or.jp 

EメールロHicial@hojinkai-machida.or.jp

東法違・都内法人会の会員専用ベジ ユザー名;tohoren パスワード;0771 

本紙掲載の記事、写真の無断掲載を禁じます。



法人会会員のみなさまへ

経営者のみなさまとともに30年。
幅広い安心の保障がさらに充実!

との企...プラン¥t[大岡笠・の定則保陪]と[AIUのヴループ価書恨限]をセットしたものです.

¥，'-- 柄引
引受会社 D~IDO 大同生命 泊IU'AIU保隙会社

多摩支社町田営業所/町田市中町1-1-16(東京建物町田ピル8F) 西東京支庖/八王子市旭町10-3(安嶋中央ピル3F)
TEL 042-722-5756 TEL 0426-44-3151 

。ご契約に際しては「所定のパンフレ yト」または「ご契約のしおり」を必ずごらんください。
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旧白洲邸。60年近

く変わっていない茅

葺き屋根の家や、

能ケ谷・香山古墳か

ら出土された埋蔵物

と庭園がすばらしし、。

見学はお問合せをo

(734-5228) 
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37段の急な階段なので、
ヰ黄からスロープで入る

こともできます。


